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⑨金沢市告示第141号

金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第 1号)第12条第 1項の規定によりこまちなみ保存建造物を登録するの

で、同条第3項の規定により次のとおり告示します。

平成29年 4月 3日

金沢市長 山 義野 之

番号 名 称 所 在地 所 有 者 登録年月日

49 三津守家住宅 金沢市大野町 5丁目72番地 金沢市大野町 5丁目74番地4 平成29年4月3日

三津守純一

50 三津守家工場・蔵 金沢市大野町 5丁目32番地 金沢市大野町 5丁目74番地4 平成29年4月3日

三津守純一

51 松原家住宅 金沢市天神町 2丁目42番地 京都市上京区御前通下立売上る 3 平成29年4月3日

丁目東入三助町279番地

松原豊

52 中村家住宅・土蔵 金沢市大野町 5丁目58番地 金沢市大野町 5丁目58番地 平成29年4月3日

中村裕子

⑨金沢市告示第142号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第 1項の規定によ

り指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第51条の規定により告示します。

平成29年 4月3日

金沢市長 山 野 之 義
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事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 指定

所 在 地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

障害福祉サー 金沢市局畠3丁 株式会社サボ
白山市湊町ヨ

居宅介護
平成29年

1710104645 ビスキヤ ツ 目13番地 高一 ート ライフキ 重度訪問介護 特定無し

ツアイ ハウス 3号室 ヤッツアイ
90番地7

同行援護
4月1日

⑨金沢市告示第143号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第 2項の規定によ

り次の指定障害福祉サービス事業者から当該指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第

51条の規定により告示します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 廃止

所 在 地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

障害福祉サー 社会福祉法人 金沢市局岡町 7
金沢市磯部町 知的障害 平成29年

1710103324 ビス 事業 所 金沢手をつな 番目号 (金沢市 就労移行支援
ホ25番地 l 者 4月1日

「いそべ」 ぐ親の会 松ケ枝福祉館)

⑨金沢市告示第144号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第 6条の2第 2項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関として次のと

おり指定したので、同法第19条の19の規定により告示します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所 在 地 指定年月日

京町とくひさ薬局 金沢市京町 2番 1号 平成29年 2月13日

ウエルシア薬局金沢直江庖 金沢市直江町71街区5番地 平成29年3月1日

健伸薬局 金沢大学病院前庖 金沢市石引 1丁目5番21号 大峰ビル 1F 平成29年3月1日

⑨金沢市告示第145号

道路法 (昭和27年法律第180号)第8条第 1項の規定によ り、市道の路線を次のよ うに認定します。

なお、その関係図面は、 金沢市土木局道路管理課において平成29年4月3日から同月17日まで一般の縦覧に供しま

す。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

整理番号 路 中泉 名 起 占 及 び 終 占 重要な経過地

潟 津 11号 ~t 間 回T !i 81番 1先から
3411 

北 間 回I 線 17号 北 間 回I Ji 63番 先まで

鞍 月 18号 直 江土地 区画 整理事業 地内 66街区 2番 先から
3718 

直 t工 町 線 53号 直 t工 町 ホ 82番 先まで

鞍 月 24号 直江土地 区 画 整理事業 地内 1街区 16番 先から
3724 

直江町北線 38号 直江土地 区 画 整理事業 地内 10街区 1番 先まで

鞍 月 24号 直江土地 区 画 整理事業 地内 2街区 1番 先から
3724 

直 江 町北線 39号 直 江土地 区 画 整 理 事業 地内 2街区 7番 先まで
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鞍 月 24号 直 江 1ヒ 1 丁 目 44番 先から
3724 

直江町北線 40号 直江土地区画整理事業地内 2街区 6番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 9街区 1番 先から
3724 

直江町北線 41号 直江土地区画整理事業地内 9街区 9番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 11街区 1番 先から
3724 

直江町北線 42号 直江土地区画整理事業地内 10街区 10番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 3街区 13-1番 先から
3724 

直江町北線 43号 直江土地区画整理事業地内 4街区 4番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 7街区 l番 先から
3724 

直江町北線 44号 直江土地区画整理事業地内 7街区 4-2番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 5街区 15番 先から
3724 

直江町北線 45号 直江土地区画整理事業地内 5街区 27番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 30街区 1番 先から
3724 

直江町北線 46号 直江土地区画整理事業地内 30街区 2番 先まで

浅 川 57号 田 島 回T ホ 64番 1先から
4957 

田 島 町 手泉 2号 田 島 町 ウ 15番 1先まで

⑨金沢市告示第146号

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第 2項の規定により、市道の路線を次のように変更します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において平成29年4月3日から同月 17日まで一般の縦覧に供しま

す。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

整理番号 新旧の別 路線名 起 点 及 び 終 占 重要な経過地

粟 崎 回T ヲ 26番目先から
|日

粟 崎 6号 粟 崎 回T 26番 29先までヲ
2906 

粟 崎 町 線 68号 粟 崎 町 ヲ 26番目先から
新

粟 崎 町 を 31番 1先まで

⑨金沢市告示第147号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、市道の区域を次のように決定します。

なお、その区域を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において平成29年4月3日から同月 17日まで一般の縦

覧に供します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

道路の種類 路 線 名 幅 員 (m) 延長 (m)

一般市道 粟崎6号粟崎町線68号 5. 4 ~ 8.5 139 

一般市道 潟津11号北間町線17号 6.0 260 

一般市道 鞍月 18号直江町線53号 2.7 42 

一般市道 鞍月24号直江町北線38号 9.0 336 

一般市道 鞍月24号直江町北線39号 6.0 115 

一般市道 鞍月24号直江町北線40号 6.0 89 

一般市道 鞍月24号直江町北線41号 6.0 111 

一般市道 鞍月24号直江町北線42号 6.0 103 

一般市道 鞍月24号直江町北線43号 6.0 214 
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一般市道 鞍月24号直江町北線44号 6.0 46 

一般市道 鞍月24号直江町北線45号 6.0 143 

一般市道 鞍月24号直江町北線46号 3. 9 129 

一般市道 浅川57号田島町線2号 6. 0 ~ 8.0 570 

⑨金沢市告示第148号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において平成29年 4月 3日から同月 17日まで一般の縦覧に供しま

す。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

道路の
路線名 間

新旧
幅員 (m) 延長(m)区

種類 の別

一般 御 影 田I 58番 先から |日 5. 4~ 6.0 48. 2 

市道
御 影 田T 中泉 8号

御 影 田I 48番 先まで 新 5. 7~ 6.3 48. 2 

5. 4 48. 2 一 般 神 田 丁 目 233番 7先から |日

市道
神田 1丁目線 l号

神 丁 目 233番 12先まで 新 48. 2 田 5. 7 

一 般 t美 川 57号 田 島 田I -̂ 39番 1先から |日 8. O~ 8.5 31. 4 

市道 田 島 田I 線 田 島 田I -̂ 21番 3先まで 新 8. 0~27. 4 31. 4 

⑨金沢市告示第149号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 2項の規定により、次の道路の供用を開始します。

なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において平成29年4月3日から同月 17日まで一般の縦

覧に供します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

路 線 名 区 間 供用開始日

御 影 田T 線 8号
御 影 田I 58番 先から

平成29年4月3日
御 影 町 48番 先まで

神 田 l 丁 目 233番 7先から
神田 1丁目線 1号 平成29年4月3日

神 田 l 丁 目 233番 12先まで

粟 崎 6号 粟 崎 岡I ヲ 26番目先から

粟 崎 田T 線 68号 粟 崎 岡T を 31番 1先まで
平成29年4月3日

潟 津 10号 須 崎 岡T 甲 25番 1先から
平成29年4月3日

須 崎 田T 線 11号 須 崎 岡T 甲 21番 先まで

鞍 月 18号 直江土地区画 整理事業 地 内 66街区 2番 先から
平成29年4月3日

直 江 田T 線 53号 直 江 田T ホ 82番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 l街区 16番 先から
平成29年4月3日

直江 町北線 38号 直江土 地区画 整理事業 地 内 10街区 1番 先まで

鞍 月 24号 直江 土地 区画 整 理 事 業 地 内 2街区 1番 先から
平成29年4月3日

直江 町北線 39号 直江土地区画 整理事業 地 内 2街区 7番 先まで

鞍 月 24号 直 江 jヒ 1 丁 目 44番 先から

直江町北線 40号 直江土地区画整理事業地内 2街区 6番 先まで
平成29年4月3日

鞍 月 24号 直江土 地 区画 整 理 事 業 地 内 9街区 l番 先から
平成29年4月3日

直江町北線 41号 直江土 地区画 整理事業 地 内 9街区 9番 先まで
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鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 11街区 1番 先から
平成29年4月3日

直江町北線 42号 直江 土地区画 整理事業地内 10街区 10番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 3街区 13-1番 先から
平成29年4月3日

直江町北線 43号 直江土地区画 整理事業 地 内 4街区 4番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画整理事業地内 7街区 1番 先から
平成29年4月3日

直江町北線 44号 直江土地区画整理事業地内 7街区 4-2番 先まで

鞍 月 24号 直江土地区画 整理事業 地 内 5街区 15番 先から
平成29年4月3日

直江町北線 45号 直江土地区画整理事業地内 5街区 27番 先まで

鞍 月 24号 直江土 地 区画 整 理 事 業 地 内 30街区 l番 先から
平成29年4月3日

直江 町 北 線 46号 直江土 地区画 整理事業 地 内 30街区 2番 先まで

⑨金沢市告示第150号

道路法 (昭和27年法律第180号)第48条の13第 3項の規定により、専ら歩行者の一般交通の用に供する道路を次の

とおり指定します。

平成29年4月3日

l 指定する道路の路線名

鞍月 18号直江町線53号

鞍月24号直江町北線46号

2 指定する期日

平成29年4月3日

公

金沢市長 山

とtニ
Eヨ

野 之 義

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第36号)第4条第 1項の規定により、次の者を浄化

槽保守点検業者登録簿に更新登録したので公告します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

登録番号 名 称 所 在 地 登録年月日

80 近畿環境サービス株式会社 大阪市西淀川区歌島2丁目 1番12号 平成29年3月23日

徳、野設備工業株式会社 金沢市神宮寺2丁目 5番 3号 平成29年4月1日

2 アムズ株式会社 金沢市西泉 3丁目的番地 平成29年4月1日

4 木谷薬品工業株式会社 金沢市新保本 5丁目46番地 平成29年4月1日

6 株式会社北陸小松サービス 金沢市長田本町チ15番地 1 平成29年4月1日

7 北研工ンジニアリング株式会社 金沢市松島3丁目79番地 平成29年4月1日

8 ニッコー株式会社 白山市相木町383番地 平成29年4月1日

9 石川環境設備株式会社 金沢市横川 5丁目258番地 平成29年4月1日

11 北陸綜合ビル管理株式会社 金沢市新保本4丁目26番地 1 平成29年4月1日

12 大環境エンヂニアリング 金沢市玉鉾2丁目167番地2 平成29年4月1日

13 金沢環境管理株式会社 金沢市増泉3丁目17番 1号 平成29年4月1日

14 株式会社金沢浄化槽サービス 金沢市東蚊爪町 1丁目22番地2 平成29年4月1日

15 株式会社西原ネオ 東京都港区芝浦2丁目11番 5号 平成29年4月1日

16 金沢市清掃株式会社 金沢市東力 2丁目47番地48番地 平成29年4月1日

17 有限会社加賀商工 金沢市粟崎町ホ110番地35 平成29年4月1日

18 株式会社金沢環境サービス公社 金沢市御影町23番10号 平成29年4月1日

21 株式会社オキシー 河北郡内灘町字鶴ヶ丘2丁目710番地 平成29年4月1日
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22 株式会社施設管理 金沢市山科3丁目 3番 3号 平成29年4月1日

24 株式会社石川住宅管理 金沢市湊2丁目18番地 2 平成29年4月1日

25 石川総合管理株式会社 金沢市大野町4丁目ワ 9番地2 平成29年4月1日

32 有限会社リリーフ 金沢市東力 2丁目120番地 平成29年4月1日

都市再開発法(昭和44年法律第38号)第16条第 l項の規定により、石川県知事から金沢駅武蔵南地区市街地再開発

組合の設立認可に係る事業計画の縦覧の通知を受けたので、当該事業計画を公衆の縦覧に供するため、都市再開発法

施行令(昭和44年政令第232号)第3条の規定により、次のとおり公告します。

なお、当該事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有する者は、縦覧に供された事業計

画について意見があるときは、平成29年5月1日までに、石川県知事に意見書を提出することができます。ただし、

都市計画において定められた事項については、この限りではありません。

平成29年4月3日

令沢市長 山 野 之 義

1 縦覧期間

平成29年4月3日から同月 17日まで

2 縦覧場所

金沢市広坂 1丁目 l番 l号

金沢市都市整備局市街地再生課

3 縦覧時間

午前 9時から午後 5時45分まで

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市米泉町 3丁目93番 1から93番 5まで 金沢市泉が丘2丁目12番46号 道路金沢市米泉町 3丁目93番

株式会社金沢ホームビルド 5 

代表取締役西村慎一

金沢市弥鞘町カ90番 1 金沢市疋田 3丁目25番地

中村隆治

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第 1項の規定により金沢市農用地利用集積計画を定めたの

で、同法第19条の規定により公告します。

なお、当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します。

平成29年4月3日

金沢市長 山 野 之 義

平成29年(2017年)4月3日印刷 発行人

平成29年(2017年)4月3日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地

市
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